
脱炭素化に向けた奈良県の取組について

令和５年８月３１日
奈良県環境政策課



奈良県ゼロカーボンシティ宣言

<参考> 

➣ 県内市町村の表明状況 ： ５市町村

（今後表明を予定している市町村：５市町村）

➣ 全国の表明状況 （都道府県除く）

９２７ ／ 1,718 自治体中 ※Ｒ５．６月末時点

※表明自治体の取組内容については、環境省HPにて公開

ゼロカーボンシティ宣言

奈良県では、令和３年３月に「2050年の温室効果ガスの

実質排出量ゼロ（ゼロカーボンシティ）」を目指すことを表明。



奈良県環境総合計画（2021-2025）

奈良県環境総合計画・奈良県庁ストップ温暖化実行計画

▶ 「奈良県環境総合計画（2021-2025）」の中で、「２０１３年（H25）比で２０３０年までに温室効果ガス
を４５．９％削減」と目標を設定。 ※国の目標削減率：４６．０％

▶ 「奈良県庁ストップ温暖化実行計画」の中で、「２０１３年（H25）比で２０２５年までに温室効果ガス
を３５．０％削減」と目標を設定。

奈良県庁ストップ温暖化実行計画



全国

〇 東日本大震災以降、火力発電による焚き増し等
によりGHGは増加傾向にあったが、創エネ・
省エネの取組が進んだこと等により、現在は
減少傾向。

〇 部門別に見ると、奈良県は全国と比べて
家庭部門（約３２％）からの排出割合が大きい
のが特徴（全国：約１９％）。

〇 温室効果ガス排出量のうち、約９０％は
エネルギー起源CO2。

県内の温室効果ガス排出量（GHG）

温室効果ガス排出量（GHG）の推移

部門別の排出割合（令和２年度）

奈良県

▶ 2050年にゼロカーボンを達成するには、
技術革新までの間、今ある技術を総動員して
取り組む必要がある。
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（１） 省エネ・節電等の推進

１ 温室効果ガスの排出削減

２ 二酸化炭素吸収源の整備

脱
炭
素
社
会
の
構
築

（２） 再生可能エネルギーの活用

（３） 自動車等の移動発生源対策

（１） 健全な森林の整備

（２） 県産材の需要拡大

移動時に温室効果ガスを排出しない移動手段への転換

二酸化炭素の吸収源となり得る森林面積の拡大

二酸化炭素を吸収して固定する量の増大

温室効果ガスの発生源で大きなウエイトを占める
エネルギーの使用量を抑制

発電時に温室効果ガスを発生させない発電への転換

「奈良県エネルギービジョン」 による
推進

「奈良県森林環境の維持向上及び
県産材の利用促進に関する指針」
による推進

脱炭素社会の構築（奈良県エネルギービジョン）

▶ 脱炭素社会の構築に向け、「温室効果ガスの排出削減」 と「二酸化炭素吸収源の整備」の両輪で推進



第４次奈良県エネルギービジョン（R4～R6）の概要

▶ 県環境政策課HPでも公開しています。



今年度の奈良県の取り組み（補助金制度）

スマートハウス普及促進事業補助金

事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金

県内在住者等に対し、緊急時のエネルギー対策及び省エネルギー対策を目的とした設備導入に対して補助

▶ 補助対象者 ： 県内在住者等

▶ 補助対象 ： ①定置用蓄電池 ②エネファーム ③太陽熱利用システム ④ZEH設備

県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に対して補助

▶ 補助対象者 ： 県内事業者等

▶ 補助対象 ： ①高効率エネルギー設備導入 ②太陽熱利用システム ③コージェネレーションシステム

④定置用蓄電池 ⑤Ｖ２Ｈ ⑥太陽光発電設備

太陽熱利用システムの導入
（福祉施設）

ガスコージェネレーションシステムの導入
（化学工場）



今年度の奈良県の取り組み（補助金制度）

EV・LPガス発電を活用した避難所への電力供給事業補助金

地域エネルギー資源活用支援事業補助金

県内在住者等に対し、緊急時のエネルギー対策及び省エネルギー対策を目的とした設備導入に対して補助

▶ 補助対象者 ： 県内市町村

▶ 補助対象 ： ①V2H ②V2L ③LPガス発電設備

④可搬式蓄電池 ⑤太陽光発電設備及び蓄電池

▶ 補助率 ： ２分の１

▶ 補助上限額 ： ①～④ 400千円 ⑤ 1,000千円

＜参考＞ 県内指定避難所の整備状況 ： ６５．１％

（R5.３月末時点）

地域の活力向上を図るため、再エネ活用事業の事業化可能性調査

または設備導入に要する経費に対して補助

（小水力発電、バイオマス発電、バイオマス熱利用等）

▶ 補助対象者 ： 県内法人及びその他団体

▶ 補助対象 ： ①再エネ活用事業の事業化可能性調査

②再エネ活用事業の設備導入

整備率別市町村数の分布

100%
11自治体

75%以上
８自治体

50%未満
16自治体

50%以上
４自治体

小水力発電事業化可能性調査 薪ストーブ設置



今年度の奈良県の取り組み（脱炭素アドバイザー）

環境アドバイザー

CO2削減アドバイザー

県民等が実施する、環境に関する講演会等の環境の保全及び創造に関する自発的な活動を支援するため、

県民等の要請に基づきアドバイザーを講師として派遣

▶ 派遣内容 ： 県民又は事業者が主催する環境に関するイベント・研修会等における講演または講義

地域において再生可能エネルギーの導入を検討する事業における指導・助言

▶ アドバイザー数 ： 約 ３０ 名 （環境保全・公害・地球温暖化・廃棄物・リサイクル 等）

県内事業所を対象に、環境保全に関する知識やカウンセリング経験が豊富な「環境カウンセラー」（環境省登録）を

派遣し、CO2削減（省エネ・コスト削減）等の助言を行う。

▶ 派遣内容 ： CO2等排出量調査・診断・削減アドバイス・目標設定

省エネ法規等の研修、その他地球温暖化対策に関する助言等

▶ 過去実績 ： 事業所（市町村）内CO2排出量調査・削減計画策定にかかる助言

（一例） 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定にあたっての助言 等

※ 市町村でも利用可



今年度の奈良県の取り組み（県営施設の省エネ・再エネ化）

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用した重点対策加速化事業

市町村、事業者、県民の率先実行施策として、県有施設での温室効果ガス排出削減のため、

①PPA事業による太陽光発電設備の導入 ②県有施設（約100施設）の照明LED化 ③既存県有施設のZEB化

を行う。

※ 令和６～10年度実施予定

※ 環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」（交付率1/3～2/3、20億円上限）を活用

県有施設から県全域への波及イメージ

県有施設への太陽光パネル設置



今年度の奈良県の取り組み（その他）

広報・啓発

その他

▶ 水素エネルギーイベントの開催 （R5.8.24 イオンモール大和郡山）

▶ エネルギー教室の開催 （R5.8.5 奈良県産業会館）

▶ 「まほろばエコスタイル」の実施

▶ 「エネルギービジョン推進協議会」の設置

奈良県エネルギービジョンの進捗管理・意見交換の場

として、定期的に開催。

▶ 「奈良の省エネ・節電スタイル連絡調整会議」の設置

県民・事業者に対して、夏・冬の省エネ行動の呼びかけ

を実施。

エネルギー教室の様子

まほろばエコスタイル
啓発ポスター



地球温暖化対策の推進に関する法律

（地方公共団体実行計画等）

第21条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対
策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に
関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関す
る計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定す
るものとする。

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定め
るものとする。
（一～四 （略））

３ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画にお
いて、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会
的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うため
の施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとす
る。
（一～五 （略））

４ 市町村（指定都市等を除く。）は、地方公共団体実行計
画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自
然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の等を行う
ための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定め
るよう努めるものとする。

５ 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に
掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業
の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとす
る。
（一～五 （略））

地方公共団体実行計画

〇 「地方公共団体実行計画」は、以下の２つに大別される。

▶ 「事務事業編」
公共施設における再エネ・省エネ設備導入など、自らの

事務及び事業に関する温室効果ガス削減計画

※全ての地方公共団体に策定を義務付け

▶ 「区域施策編」
事業者・住民等の取組も含めた区域全体の削減計画

※市町村は努力義務

〇 奈良県では事務事業編として「奈良県庁ストップ温暖化
実行計画（第五次）」、「奈良県環境総合計画」の一部を
構成する形で、区域施策編の内容を盛り込んでいる。

<参考> 

県内市町村の策定状況

▶ 事務事業編 ： 22 市町村 （全国策定率 ： 89.4%）

※今年度策定予定 ： ● 市町村

▶ 区域施策編 ： 4 市町村 （全国策定率： 27.8%）

事
務
事
業
編

区
域
施
策
編



地方公共団体実行計画

▶ 総務省HP抜粋
▶ 地方公共団体実行計画（事務事業編）
（策定中の場合は簡易な計画書）の提出が必要

地方公共団体実行計画（事務事業編）に
事業を位置づけることで活用可能



地域脱炭素ステップアップ講座

市町村における脱炭素に係る知見や人材の不足を解消し、地域間連携の円滑化を図ることで地域脱炭素・
再エネ導入を加速させることを目的として、 環境省と連携し、地域脱炭素に係る研修 である 「地域脱炭素
ステップアップ講座」を開催する。

第１回（本日開催）

第２回（９月予定）

第３回（11月予定）

主に地域公共団体実行計画（区域施策編）の策定講座を実施予定。

県内事業所も参加したセミナー、ワークショップを実施予定。

▶ 脱炭素化に向けた国・県の取組説明、市町村先行事例の紹介
▶ 地域公共団体実行計画（区域施策編）の策定講座・ワークショップ

＜ステップアップ講座後のフォローアップ＞

▶ 地方公共団体実行計画策定状況把握

▶ 人材育成支援（脱炭素アドバイザー派遣）

▶ 部課長級市町村会議での情報共有
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